
 
２０１８年５月 春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 

第第５５号号  

新新入入生生ののみみななささんん、、よよううここそそ学学童童保保育育へへ!!    

春春日日部部市市放放課課後後児児童童ククララブブ父父母母会会連連絡絡会会でですす。。  

ままずずはは、、「「学学童童保保育育」」のの現現状状ににつついいてて、、ごご理理解解くくだだささいい！！  

配布用 

拡大版 

春日部市の放課後児童クラブは、指定管理者制度の下で市が指定先を選定して運営を委託しています。 

現在の指定先は社会福祉法人春日部市社会福祉協議会です。 

指導員の雇用、教育 

保育の実施 

誰誰がが運運営営ししてていいるるのの？？ 

春日部市 

（保育課） 

社会福祉協議会 

（指定管理者） 

委託契約 

（H26年から 5年契約） 

保護者 

児童 

保育料 

入室許可 

保育サービス 

指定管理者制度とは？ 

自治体が保有、管理している施設の運営を、議

会の承認を経て指定された民間団体に委託する

制度。指定期間（通常３年から５年）が存在し、

期間終了後は再度指定先の選定が行われる。最

近では、学童保育のほか、保育園や公民館、公

園など多くの施設に導入されている。 

 

 

＜条例改正＞ 

保育料値上げ＆兄弟減免、開設時間延長 
市は、３月議会において条例を改正しました。これにより、来年度から下記の変更が行われます。 

・保育料を 1000円値上げし、月 9000円とする。 

・兄弟減免を導入し、２人目半額、３人目無料とする。 

・保育時間を 30分延長し、午後７時までとする。（長期休暇中の開室時間も 30分早める） 

「保育料を下げて欲しい」と要望してきた我々としては、逆に値上げとなってしまったことは遺憾です。

しかし、兄弟減免の導入は長年要望してきた事であり、ようやく導入が実現したのは喜ばしい事です。 

保育時間の延長については、父母からの要望が増えて来ている事は間違いありませんが、現在でも指導員

が欠員している状態で、時間延長による指導員の負担の増加が懸念されます。 

 

 新入生のみなさん、そして保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。そして学童保

保育へようこそ！ 

「春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会（略称：連絡会）」は、子どもたちの放課後の生

活をより楽しく有意義なものにするために活動する事を目的として、２００８年２月に発

足しました。学童保育に関する情報交換や意見交換、市への要望などを行っています。 

 ここでは、なぜそのような組織が必要とされるのか、春日部の学童保育の実情と併せて

ご説明します。新入生だけではなく上級生の保護者の方にも、ぜひお読みくださり、お子

さんの学童保育での生活をより充実したものとするために、ご協力をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来来年年かからら、、運運営営主主体体がが変変わわるる可可能能性性ががあありりまますす!!?? 

 春日部市の放課後児童クラブは、1998年に全小学校で公設となって以来、福祉公社から社会福祉協議会

（以下、社協）へと一括して運営が引き継がれてきました。現在の指定期間は、今年度で終了します。そ

の後は新たな指定先が運営する事になり、今まで通りに社協が引き継がない可能性もあります。 

 間もなく、来年度からの新たな指定先を選定するための公募が行われます。連絡会では、公募から選定

に至るプロセスを注視し、父母の皆様と情報を共有しながら、必要な活動を行っていきます。 

放課後児童クラブの充実を求める署名 ２８３２筆を提出！ 

連絡会では昨年度、下記４項目の要望を掲げて署名活動を行いました。その結果、２８３２名分の署名を

集め、１月２０日に保育課長に手渡しました。 

＜署名趣旨＞ 

・社会福祉協議会への指定を継続し、全児童クラブ一括運営と指導員の雇用継続を実施すること。 

  各地で民間企業への委託が広がりつつありますが、指導員がパート待遇になったり減らされたり、企業利益確保のため 

  のコスト削減で子どもたちの環境が悪化する事例が増えています。充実した保育を実施している民間企業はたくさんあ 

  りますが、多くは保育料が春日部の５倍程度です。現在のままの予算で民間企業へ委託することは非常に危険です。   

・平成１０年の公設開始時と同様に、児童２５人に一人の常勤指導員を配置すること。 

  公設学童がスタートしたＨ１０年以降、春日部市では児童２５人につき１人の指導員が配置されていましたが、ここ数 

  年それが無視され、７０名近くの児童に対して２人しか配置されていません。 

・離職者を減らし、毎年の様な欠員状態から脱却するため、指導員の待遇を改善すること。 

  平成２６年以降、毎年２０名以上の指導員が退職しています。（つまり職場の４分の１以上が毎年入れ替わってしまっ 

  ているのです。）病欠や心の病による退職も増えており、指導員の待遇改善と労働環境の改善が不可欠です。 

・大規模な児童クラブを一刻も早く改善し、条例の規定通り児童４０名程度の規模を実現すること。 

  市の条例では、児童クラブの規模について「４０名程度」という規定を設けていますが、条例施行後４年を経過した現 

  在も、この条文は守られていません。 

 

  

 

春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 事務局 090-3312-5682 kadoi@ltj.co.jp 土井 

ホームページ http://gakudou.kids.coocan.jp/ ←活動記録や各種資料が掲載されていますのでご覧下さい。 

＜お知らせ＞ 

放課後児童クラブ父母会連絡会 総会 
２０１８年５月２０日（日）１０：００～１２：００ 

会場   ：春日部市民文化会館 中会議室（１）  

総会議事：活動報告、会計報告、 

   活動計画、予算、他 

  

保育室あります！ 

 どなたでも参加でき

ますので、ぜひお誘

い合せの上ご参加く

ださい。 

 

連絡会の活動は皆様の協賛金で賄われます。 

 この様なニュースやお知らせの印刷と配布、会議

のための会場費や保育費、情報収集や研修への参加

費など、連絡会の活動は、賛同する皆様から頂戴し

た協賛金で賄われます。 

 協賛金は、お１人あたり年間１０００円を上限と

した任意の額をお願いしています。現役父母の皆さ

んや父母会単位での協賛金も受け付けます。ぜひご

協力をお願いします。 

 

＜協賛金のお支払い方法＞ 

下記の口座にお振込みください。金額は任意です。 

※お振込み手数料はご負担ください。 

さいしん（埼玉県信用金庫）春日部西口支店  
普通 ３３３５９４１ 
（名義：春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 山岸あさ美） 

振込人名はクラブ名（例）カミオキジドウクラブ 

または個人名で  （例）ドイミキオ 

個人の場合    ：上限１０００円／年 

父母会単位の場合 ：上限３０００円／年 

※個人でご協賛の方は、メールまたは FAX でお名前とご

住所をお知らせください。総会資料をお送りします。 

E-mail：kadoi@ltj.co.jp   FAX:048-610-8733 土井 

 


